
下船後三月の療養補償とは？

乗船中に初めて発生した職務外の傷病については、療養補償証明書をご提出いただくことで
下船日（療養を受けることができるようになった日）から3か月目の属する月の月末まで、
保険診療分の自己負担なしで医療機関等を受診することができます。

※乗船前にすでに発症していた等の理由により「下船後三月の療養補償」の対象と認められなかった場合は、
後日、被保険者の方に医療機関等の窓口でお支払いいただくはずであった一部負担金相当額（職務上の傷病
または75歳以上の場合は医療費の全額）を船員保険部へ返還いただくことになりますのでご注意ください。

詳細はこちら→
（船員保険部ホームページ）

療養補償証明書 ５つのチェックリスト療養補償証明書 ５つのチェックリスト

提出前にご確認ください！提出前にご確認ください！
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❶乗船中に初めて症状があらわれた傷病ですか？

乗船前から医療機関で治療していた傷病や自宅などの
船舶外で発生した傷病は対象外です。

❷具体的に書かれていますか？

    記入が無い場合や、記入された内容以外の診療を
受ける場合は、一部負担金の支払いが必要です。

❸正しい日付となっていますか？

 下船年月日
 船舶内で病気やケガが発生してから最初に療養を
 受けることができる状態になった日を指します。
 ※虫歯や歯周病の治療の場合は、上段に直前の乗船年月日も

ご記入ください。ただし、１年以上操業・航海している遠洋
マグロ漁船等に継続して乗船し、その間に発生したもの以外
は療養補償の対象外です。

 下船後三月満了年月日
「下船年月日」から3か月目の日の属する月の末日を
 ご記入ください。
 ※下船後三月満了年月日経過後は、 一部負担金の支払いが

必要です。

❺空欄はありませんか？
 医療機関等へ提出した場合は、船員保険部と

お勤め先にも必ずご提出をお願いいたします。

❹負傷(ケガ)の場合、記入されていますか？

 お仕事が原因の傷病の場合、療養補償証明書は使用
 できません。管轄の労働基準監督署へご相談ください。
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